
 

 

議案第１８０号 

さいたま市立高等看護学院条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市立高等看護学院条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２２年１１月２４日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市立高等看護学院条例の一部を改正する条例 

さいたま市立高等看護学院条例（平成１３年さいたま市条例第１９０号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
（設置） 

第１条 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第
２０３号）第５条に規定する看護師を養成するた
め同法第２１条第３号に規定する看護師養成所及
び学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２
４条に規定する専修学校として看護学院（以下「
学院」という。）を設置する。 

（設置） 
第１条 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第
２０３号）第５条に規定する看護師を養成するた
め同法第２１条第２号に規定する看護師養成所及
び学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定
する専修学校として看護学院（以下「学院」とい
う。）を設置する。 

  
（定員） （定員） 

第３条 学生の総定員は１２０人とし、各学年の定
員は４０人とする。 

第３条 学生の総定員は１０５人とし、各学年の定
員は３５人とする。 

  
（課程及び年限） （課程及び年限） 

第４条 学院の課程は、学校教育法第１２５条第３
項に規定する専門課程とし、その修業年限は、３
年とする。 

第４条 学院の課程は、学校教育法第１２５条に規
定する専門課程とし、その修業年限は、３年とす
る。 

  
（入学資格） （入学資格） 

第５条 学院に入学することのできる者は、学校教
育法第９０条第１項の規定に該当する者とする。 

第５条 学院に入学することのできる者は、学校教
育法第９０条の規定に該当する者とする。 

  
（入学検定料） （入学検定料） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 



 

 

２ 入学検定料の金額は、６，０００円とする。 ２ 入学検定料の金額は、３，３００円とする。 
  
（入学金） 

第７条 ［略］ 
（入学金） 
第７条 ［略］ 

２ 入学金の金額は、次に定めるとおりとする。 
   市内生（住民基本台帳法（昭和４２年法律第
８１号）によるさいたま市の住民票に記載され
ている者をいう。次号において同じ。） ７，
０００円 

２ 入学金の金額は、次に定めるとおりとする。 
   市内生（住民基本台帳法（昭和４２年法律第
８１号）によるさいたま市の住民票に記載され
ている者をいう。以下同じ。） ７，０００円 

   市外生（市内生以外の者をいう。） ９０，
０００円 

   市外生（市内生以外の者をいう。以下同じ。
） ９０，０００円 

  
（授業料） （授業料） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 
２ 授業料の金額は、月額１万３，０００円とする。２ 授業料の金額は、次に定めるとおりとする。 
    市内生 月額 １１，４００円 
    市外生 月額 １７，１００円 
  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第１条、第４条及び第

５条の改正は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２３年３月３１日に在学する学生に係る授業料の金額は、この条例による改

正後のさいたま市立高等看護学院条例第８条第２項の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 


